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    香川県（令和２年 4 月 1 日現在） 

 
ひとり親家庭のための相談窓口、制度の内容と 

問い合わせ先を紹介しています。 

 

 

 
ひとり親家庭のお母さんやお父さんの自立のための 

積極的な能力開発を支援しています。 

技術の取得、資格の取得、 

これからの可能性を探してみませんか。 

 
就労支援講習会等の実施、就労情報などの提供を行っています。 

 

 
ひとり親家庭等が自立を図り、安心して子どもを育てることが 

できる環境づくりを目指し、計画を策定しました。 

 

ひとり親として家庭を築いていくことになったとき、 

子育てのこと、経済的なこと、 

様々な問題に直面することと思います。 

そのようなときの問題解決の糸口になれば幸いです。 



                     

種  別 内    容 問い合わせ先・窓口 

相 
 

 
 

 

談 

福祉事務所 
ひとり親家庭、寡婦をはじめ、生活に困っている方、児童、高齢者、

心身障害者の方々の福祉の総合窓口です。 

県市福祉事務所 

→17 ﾍﾟｰｼﾞ 

母子・父子自立支援員 
福祉事務所（西讃保健福祉事務所を除く）において、ひとり親家庭や

寡婦の抱えている様々な問題の相談や就労支援などを行います。 

児童家庭相談窓口 
子どもの養育等についての相談相手となり、問題解決のお手伝いをし

ます。また、児童虐待の連絡・相談（通告）の窓口です。 
お住まいの市役所・町役場 

子ども女性相談センター 

西部子ども相談センター 

子ども、家庭に関する問題や、女性の抱える様々な悩み事について専

門のスタッフが幅広く相談に応じます。また、児童虐待の連絡・相談

（通告）の窓口になり専門的に対応します。 

子ども女性相談センター(児童・女性) 

西部子ども相談センター(児童のみ) 

→17 ﾍﾟｰｼﾞ 

ひとり親家庭等電話相

談事業 

親自身が生活で直面する諸問題の解決や児童の精神的安定を図り、ひ

とり親家庭等（母子・父子家庭、寡婦）の生活を総合的に支援するた

め、電話相談を行っています。 

(一財)香川県母子寡婦福祉連合会 

087（874）1580 

→16 ﾍﾟｰｼﾞ 

民生委員・児童委員 
地域ごとに民生委員・児童委員がおり、身近なところで福祉について

相談に応じます。 
お住まいの市役所・町役場 

児童家庭支援センター 

児童や母子家庭などの様々な悩みについての相談相手となり、問題解

決のお手伝いをします。また、児童養護施設「恵愛学園」と協力して

夜間や休日にも対応します。 

けいあい 

0879（25）6067 

就 
 

 

労 
 

 

支 
 

 

援 

母子家庭等自立支援給

付金事業 

 

詳細は 9・10P へ 

(自立支援教育訓練給付金事業) 

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援

するため、技術を身に付けるために指定教育訓練講座を受講し、修了

した場合、経費の６０％(限度額あり)を支給します。 

 (高等職業訓練促進給付金等事業) 

母子家庭の母又は父子家庭の父が生活の安定につながる資格(例：看護

師、介護福祉士、保育士など)の取得を支援するため、資格取得のため

の養成機関の修業期間の全期間（通常上限３年）について高等職業訓

練促進給付金を、修了時に修了支援給付金を支給します。 

県市福祉事務所 

→17 ﾍﾟｰｼﾞ 

(実施していない市もありま

すので 

ご注意ください) 

 

県子ども家庭課 

ひとり親家庭高等職業

訓練促進資金貸付事業 

高等職業訓練促進給付金事業の受給者に対し、入学準備金（５０万円

以内）・就職準備金（２０万円以内）の貸付制度があります。なお、

養成機関修了後、資格を取得し、県内において取得した資格が必要な

業務に５年間従事したときは、貸付金の返還が免除されます。 

香川県社会福祉協議会 
087(861)5613 

母子家庭等就業・自立支

援センター事業 

詳細は 11P へ 

ひとり親家庭の親等の就業を促進するため、就業支援講習会の開催、

就業情報の提供など一貫した就業支援サービスを提供します。 

(一財)香川県母子寡婦福祉連合会 

087（874）1580 

県子ども家庭課 

母子・父子自立支援プロ

グラム策定事業 

児童扶養手当を受給している母子家庭の母等の自立、就労を支援する

ため、母子・父子自立支援プログラム策定員が、母子・父子自立支援

員などと連携し、生活状況、就業への取組など、個々のケースに応じ

た自立支援プログラムを策定して、継続的に支援します。 

お住まいの県市福祉事務

所・町役場 

(実施していない市もありま

すのでご注意ください)    

→16・17 ﾍﾟｰｼﾞ 

県子ども家庭課 
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種  別 内    容 問い合わせ先・窓口 

就   

労   

支   

援 

職業能力開発 

県内には公共職業能力開発施設として、３施設があり、専門知識、

技能の習得のための職業訓練を実施しています。また、多様なニ

ーズに対応するため、公共職業能力開発施設が民間教育訓練施設

を活用した短期コースもあります。 

お近くのハローワーク 

→16 ﾍﾟｰｼﾞ 

製造たばこ小売販売業

の許可 

母子家庭の母や寡婦は、製造たばこ小売販売業の許可に際して、

許可基準の特例が受けられます。 

問合せ先：四国財務局理財部理

財課 087(811)7780 

申請窓口：日本たばこ産業(株)四

国 支 社 営 業 総 務 部 許 可 事 務 担 当 

087(823)6616 

経

 

済

 

的

 

支

 

援 

JR 通勤定期の特別割引

制度 

児童扶養手当を受けている世帯の方(全額支給停止の場合は対象

外)が通勤に利用する定期乗車券を購入するときに、市町発行の

資格証明書及び購入証明書を提出すると 3 割引になります。 

お住まいの市役所・町役場 

 

県子ども家庭課 

児童扶養手当 

詳細は５～8P へ 

ひとり親家庭で原則 18 歳未満の児童を養育している方に支給

されます。（支給要件あり） 

お住まいの市役所・町役場 

県子ども家庭課 

児童手当 
0 歳から中学校修了(15 歳になった後の最初の 3 月 31 日)前の

児童を養育している方に支給されます。 

お住まいの市役所・町役場 

県子ども政策課 

母子父子寡婦福祉資金

の貸付事業 

詳細は１2～１4P へ 

ひとり親家庭の親及び寡婦等に対し、経済的自立の助成と生活意

欲の助長を図り、あわせてその扶養する児童及び寡婦の福祉を増

進するため、修学資金など必要な貸付を行います。 

お住まいの市役所・町役場 

県福祉事務所 →17 ﾍﾟｰｼﾞ 

県子ども家庭課 

  
保育所等の保育料

等免除 

ひとり親家庭等が保育所等を利用する場合に、保育料等を一部免

除する制度があります。(所得制限あり) 
お住まいの市役所・町役場 

 
保育学生の修学援

助 

都道府県知事の指定する保育士を養成する学校等の在学で、学業

が優秀で家庭の経済状況等から真に貸付が必要と認められる学

生に対し、修学資金の貸付を行う制度です。 

 県内の保育所、認定こども園、預かり保育のある幼稚園等に勤

めると貸付金の返還が免除される場合があります。 

在学している各学校等 

 生活保護 生活に困窮する方に対し、必要な保護を行います。 お住まいの市役所・町役場 

 税制上の優遇措置 

母子世帯、父子世帯の方は申告により所得税、住民税の軽減措置

が受けられる場合がありますが、要件があります。(寡婦控除・

寡夫控除等) 

所得税…税務署 

住民税…お住まいの市役所・町役場 

医

  

療 

乳幼児（子ども） 

医療費助成 

子どもをもつ家庭の経済的負担を軽減するために、保険診療にか

かる医療費の自己負担分(入院時食事療養費の標準負担額を除

く。)を助成する制度です。 

※対象は、一部市町を除き、中学校卒業までの児童です。 

お住まいの市役所・町役場 

ひとり親家庭等医

療費助成 

医療保険に加入している母子家庭等の母と子、父子家庭の父と子

等が必要とする医療を安心して受けられるように、医療機関など

に支払った医療保険の自己負担分(入院時食事療養費の標準負担

額を除く。)を助成する制度です。原則子が満 18 歳に達する年

度末まで対象になります。 
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種  別 内    容 問い合わせ先・窓口 

経 
 

 

済 
 

 

的 
 

 

支 
 

 

援 

年 
 

 
 

 
 

金 

遺族基礎年金 

一定期間以上加入し、保険料を納めている人（免除されている人

を含む）が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた

子のある妻、子のある夫又は子に支給されます。 

国民年金 

お住まいの市役所・町役場 

 

厚生年金 

お住まいの地域を管轄す

る年金事務所等 

→16 ﾍﾟｰｼﾞ 

遺族厚生年金 
一定の資格要件を満たしている人などが死亡したときその人によ

って生計を維持されていた配偶者などに支給されます。 

寡婦年金 

国民年金の 1 号被保険者として保険料を納付した期間と保険料免

除を合算した期間が１０年（120 月）以上ある夫が老齢基礎年金

や障害年金を受けずに死亡したときに、死亡当時、夫によって生

計維持され、かつ婚姻期間が１０年以上継続している妻（老齢基

礎年金を繰上げ支給していないもの）に６０歳から６５歳に達す

るまでの間支給されます。 

国民年金の 

保険料免除制度 

経済的理由で国民年金保険料の支払いが困難と認められる場合に

保険料が減免される制度です。（所得制限あり） 

離婚時の 

厚生年金分割制度 

合意分割制度と 3 号分割制度があり分割される対象や方法が異な

ります。 

小・中学校の就学援助 

経済的理由で小・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に

対して、学用品、給食費、修学旅行費などの経費の一部を援助す

る制度です。 

お住まいの市・町教育委員会 

又は在学している学校 

私立中学校に通う生徒

への経済的支援に関す

る実証事業 

私立中学校の授業料の支援として、支援金が交付される制度です。 

（所得制限あり、文部科学省調査協力者対象） 

在学している各学校又は県総

務学事課 

高等学校等就学支援金 
高等学校等の授業料の支援として、高等学校等就学支援金が交付

される制度です。（所得制限あり） 

在学している各学校又は 

県総務学事課・高校教育課 

（私立）   （公立） 

高等学校授業料減免 

＜公立高等学校＞ 

高等学校等就学支援金制度（所得制限あり）の対象とならない生

徒については、経済的理由などで授業料の支払が困難と認められ

る場合に、授業料を免除する制度です。(所得制限あり) 在学している各高等学校 

＜私立高等学校＞ 

経済的理由などで授業料の支払が困難と認められる場合に、授業

料が減免される制度です。(所得制限あり)  

奨学のための給付金 

高校生等の保護者等に対して、授業料以外の教育費負担を軽減す

るために給付金を支給する制度です。(平成 26 年４月以降入学者

対象、所得制限あり) 

在学している各学校又は 

県総務学事課・高校教育課 

 （私立）  （国公立） 

高等学校等の奨学金 

高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高

等専門学校、専修学校高等課程に在学する生徒で、経済的な理由

で修学することが困難な生徒に対する奨学金の貸付制度です。(所

得制限あり) 

在学している各学校又は

県高校教育課 

香川県大学生等奨学

金 

大学、短期大学、大学院、高等専門学校（第４・5 学年及び専攻

科）、専修学校（専門課程）に進学しようとする生徒で、意欲や能

力が高いにもかかわらず、経済的な理由で進学することが困難な

生徒に対する奨学金の貸付制度です。(所得制限、成績要件及び募

集定員あり) Ｕターン就職を促進するため、卒業後３年以内に県

内で就業し、就業後３年を経過した場合、返還額の一部を免除し

ます。 

 

 

 

 

 

 

在学している各学校又は

県政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本学生支援機構第

一種奨学金 返還支

援制度 

大学、短期大学、大学院、高等専門学校（第 4・5 学年及び専攻

科）、専修学校（専門課程）の主に理工系学部・学科に進学又は在

学する学生で、意欲や能力が高く、経済的な理由で修学が難しい

方が、卒業後、県内で居住し、「香川県産業成長戦略」の成長のエ

ンジンとなる分野へ就職し、一定期間継続することを要件に、日

本学生支援機構の第一種奨学金の返還支援を受けることができる

制度です。（所得制限、成績要件及び募集定員あり） 

 

 

③



種  別 内    容 問い合わせ先・窓口 

経   

済   

的   

支   

援 

 

修   

学   

支   

援 

日本学生支援機構 

(旧日本育英会)奨学金 

大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校（専門課程）

に在学する学生・生徒への奨学金の貸付及び給付の制度です。（学

力、家計等の基準あり） 

在学している各学校 

交通遺児育英会奨学金 
交通遺児等に対する奨学金の貸付があります。対象者：高校生、

大学生等 

公益財団法人交通遺児育英会 

0120-521286 

預 

貯 

金 

少額貯蓄非課税制度 

遺族基礎(厚生)年金を受給している妻、母子年金(寡婦年金)等の受

給者は、元本 350 万円までの預貯金の利息がそれぞれ非課税にな

ります。 

銀行等金融機関 

福祉定期預貯金 

遺族基礎年金、児童扶養手当(全額支給停止の者を除く)などの受給

者は、一般の定期預貯金金利よりも優遇されている定期預金を利

用できます。 

銀行等金融機関 

(実施していない金融機関もあります

ので、詳しくは各金融機関へお問い合

わせください) 

生 

活

支

援 

子育て短期支援事業 
保護者の病気や仕事などによって、家庭での養育が困難になった

場合等に児童養護施設等において一定の期間養育・保護します。 
お住まいの市役所・町役場 

（実施していない市町もありま

す。） 

子育てホームヘルプサービ

ス 

保護者の急病、緊急な用事などにホームヘルパーが育児や家事を

一時的に援助します。 

 
 

 
 

 
 

 

住 

ま 

い 

母子生活支援施設 

 

18 歳未満の子どもを養育している母子家庭の母が、家庭生活、児

童の養育等に関する問題の解決を図るために、子どもと一緒に利

用できる児童福祉施設です。 

お住まいの県市福祉事務所 

→17 ﾍﾟｰｼﾞ 

公営住宅における 

優先入居 

県営住宅では、住宅に困窮しているひとり親家庭の方が、入居予

約登録を行うことにより、優先的に入居できるよう配慮します。 

県営住宅…県住宅課分室 

087（832）3587 

市町営住宅では、住宅に困窮しているひとり親家庭の方が、優先

的に入居できるよう配慮している場合があります。 

市町営住宅…各市役所・町役場 

（実施していない市町もありま

すので、詳しくは市町へお問合せ

ください） 

放課後児童健全育成事業 

昼間保護者のいない小学生を対象に、学校の空き教室や児童館を

活用して遊びや生活の場を与える児童クラブが設置されていま

す。 

お住まいの市役所・町役場 

ファミリー・サポート・ 

センター 

子育て中の労働者や主婦などを会員として、子どもの預かりなど

の援助を受けたい人と、その援助を行いたい人との相互援助活動

です。援助対象者は実施市町へお問合せください。※利用には、

事前の登録が必要です。 

お住まいの市役所・町役場 

（実施していない市町もありま

す） 

日常生活支援事業 

ひとり親家庭及び寡婦の方が技能習得のための通学、就職活動、

学校等の公的行事への参加、病気等により一時的に生活援助が必

要な場合には、家庭生活支援員がお手伝いします。（日時や場所に

よっては、派遣できない場合もあります。） 

お住まいの市役所・町役場 

→17 ﾍﾟｰｼﾞ 

(一財)香川県母子寡婦福祉連合会 

087（874）1580 

県子ども家庭課 

 

④



●児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき 

●児童や手当を受けようとする父若しくは母又は養育者が日本国内に住んでいないとき 

●父又は母が婚姻しているとき（婚姻の届け出を出していなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます） 

●平成 15 年４月 1 日以前に支給要件に該当してから 5 年を経過しているとき。（母子家庭の場合のみ該当します。旧法による請求期

限の時効が成立しているため） 

 

  

 

 

 

 

 

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。 

手当が支給された方は、これをその趣旨に従って用いなければならないことになっています。 

母 子 家 庭 父 子 家 庭 

次のいずれかに当てはまる児童を監護している母又は母に代わ

って養育している方(養育者) 

１ 父母が離婚した後、父と生計を別にしている児童 

２ 父が死亡した児童 

３ 父が重度の障害の状態にある児童 

４ 父の生死が明らかでない児童 

５ 父に1 年以上遺棄されている児童 

６ 父が母の申立てにより保護命令を受けた児童 

７ 父が引き続き1 年以上拘禁されている児童 

８ 母が婚姻によらないで懐胎した児童           

次のいずれかに当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくして

いる父又は父に代わって養育している方(養育者) 

１ 父母が離婚した後、母と生計を別にしている児童 

２ 母が死亡した児童 

３ 母が重度の障害の状態にある児童 

４ 母の生死が明らかでない児童 

５ 母に1 年以上遺棄されている児童 

６ 母が父の申立てにより保護命令を受けた児童 

７ 母が引き続き1 年以上拘禁されている児童 

 

注）ただし次の場合は、手当は支給されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象児童 全部支給のとき 一部支給のとき 

1 人目 43,160 円 43,150 円～10,180 円 

2 人目加算 10,190 円 10,180 円 ～5,100 円 

３人目以降加算 6,110 円 6,100 円～ 3,060 円 

 

 

 

 

 前年の所得が、下表の額以上の方は、その年度（11 月から翌年の 10 月まで）の手当の一部又は全部が支給停止になり

ます。 

 扶養義務者の所得が所得制限限度額以上になると、その年度の手当の全部が支給停止になります。扶養義務者とは、同居

している受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・子等のうち、最も所得の高い人をいいます。 

 

扶養親

族の数 

 平成３０年分所得の所得制限限度額    （ ）書きは給与所得者の場合、所得に対応する収入額です 

請求者本人 扶養義務者、配偶者、 

孤児等の養育者 全部支給 一部支給 

0 人   490,000 円 （1,220,000 円） 1,920,000 円 （3,114,000 円） 2,360,000 円 （3,725,000 円） 

1 人   870,000 円 （1,600,000 円） 2,300,000 円 （3,650,000 円） 2,740,000 円 （4,200,000 円） 

2 人 1,250,000 円 （2,157,000 円） 2,680,000 円 （4,125,000 円） 3,120,000 円 （4,675,000 円） 

3人以上 以下所得については380,000 円ずつ加算 
限度額に加算されるもの 

  ①請求者本人の場合 同一生計配偶者又は老人扶養親族1 人につき10 万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族 1 人につき15 万円 

  ②孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合  

老人扶養親族1 人につき6 万円（ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1 人を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

注1）一部支給額は所得により10 円単位で減額されます。 

注2）所得により手当の全部が支給停止される場合があります。 

注３）３人目以降加算は、１人あたりの加算額です。 

  

    児児童童扶扶養養手手当当制制度度  （（令令和和２２年年 44 月月 11 日日現現在在））  

 

支給要件 

手当月額 

所得制限限度額 

⑤



 

  

 
 

 

所得額＝年間収入金額—必要経費（給与所得控除額）－下記の諸控除—80,000 円(社会保険料相当額)＋養育費の80％ 

 

＜各種控除額＞ 
障害者控除 270,000 円 医療費控除 

住民税で控除された額 特別障害者控除 400,000 円 配偶者特別控除 

勤労学生控除 270,000 円 小規模企業共済等掛金控除 

寡婦・寡夫控除（一般）  

 
270,000 円 寡婦・寡夫控除（一般・特別）については、受給資格者が児童の母又

は父の場合は控除対象となりません。なお、養育者及び扶養義務者に

ついては寡婦・寡夫控除のみなし適用があります。（新：注１） 
寡婦・寡夫控除（特別）  350,000 円 

 

 

 

 

公共用地取得による土地代金の

特別控除（新） 

 

 

 

 

800 万円～5,000 万円 

長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る以下の特別控除額 

① 公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000 万円 

② 居住用財産を売った場合 3,000 万円 

③ 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000 万円 

④ 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500 万円 

⑤ 平成21 年及び平成22 年に取得した国内にある土地を譲渡した場

合 1,000 万円 

⑥ 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800 万円 

⑦ 上記の①～⑥のうち２つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 

5,000 万円 

（注１）養育者及び扶養義務者にかかる寡婦・寡夫控除のみなし適用 

 寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親のうち、①又は②のいずれかに該当する方については27 万円（①のうち扶養親族であ

る子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500 万円以下である場合には35 万円）が控除されます。 

① 婚姻（民法上の婚姻をいう。以下同じ。）によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その

他その者と生計を一にする子（他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が 38 万円以下

の者）を有するもの。 

② 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子（他の者の控除対象配

偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38 万円以下の者）を有し、かつ、前年の合計所得金額が500 万

円以下であるもの。 

 

 

 

第 １ 子 手 当 額＝ 43,160 円 －（（受給者の所得額—所得制限限度額）×0.0230559＋１０） 

第 2 子 加 算 額＝ 10,190 円 －（（受給者の所得額—所得制限限度額）×０.0035524＋１０） 

第３子以降加算額＝  6,1１0 円 －（（受給者の所得額—所得制限限度額）× 0.0021259＋１０） 
 

※受給者の所得額･･･ 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8 割相当額を加算した額です。 

※所得制限限度額･･･ 所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて変わります。 

※0.0230559 等の係数は固定された数値ではありません。物価変動等の要因により改定される場合があります。 

 

 

 

 申請者本人が、認定請求書に必要書類を添えてお住まいの市町の窓口で申請してください。審査の結果、認定されれば申

請の翌月分から手当が支給されます (奇数月に年６回、各２か月分をまとめて受け取ることができます。) 

 

  添付書類 戸籍謄本（申請者と対象児童のもの） 

       養育費等に関する申告書 

       支払金融機関の預金通帳の写し など 

       支給要件事由により、提出していただく書類が異なるほか、申請者の状況により、別途書類を提出していただく場合があ

りますので、詳しくは市町の窓口にお問い合わせください。 

 

  ※児童扶養手当の申請にはマイナンバーが必要です。申請者本人・児童・扶養義務者の「マイナンバーが確認できる書

類（通知カード等）」及び申請者本人の「身元確認ができる書類（運転免許証等）」を窓口にお持ちください。 

 

 

 

所得額の計算方法 

手当額の計算方法 

申請手続きについて 

⑥



●手当を受けている父又は母が婚姻したとき（内縁関係、同居等を含みます。） 

●母子家庭…児童を監護・養育しなくなったとき（児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます） 

●父子家庭…児童と生計が別になったとき（児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます） 

●受給資格者又は児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき 

●児童が、死亡したり行方不明になったとき 

●遺棄などの理由で、家庭を離れていた父又は母が、電話や手紙で連絡してきた、仕送りがあった又は帰宅したとき 

●刑務所に拘禁されていた父又は母が、出所したとき（仮出所を含む） 

 

 

 

 
 

 母又は父に対する手当は、手当の受給開始から５年又は支給要件に該当した月から７年を経過したときのいずれか早い月か

ら、手当額の一部が支給停止されることとなっています。（認定請求をした日に、満３歳未満の児童を監護している受給資格

者については、児童が満８歳に達した月の翌月から手当額の一部が支給停止されることとなっています。） 

ただし、就労している方、求職活動中の方、自立に向けた職業訓練中の方、あるいは障害や疾病などにより就労できない

正当な理由がある方などは、そのことを証明する書類を添えて「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出することにより、

次の現況届の時まで、従来どおりの支給を受けることができます。 

 

 
 

 

 

受給中は次のような届出が必要です。 

届出が遅れたり、提出しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、支給済みの手当を返還して

いただくことになりますので、必ず本人が、提出してください。 

 

現況届 
受給資格者全員が、毎年8 月1 日から8 月31 日までの間に必要な書類とともに提出します。 

この届を提出しないと、その年の11 月分以降の手当の支給を受けることができなくなります。 

また、2 年間現況届を提出しないでいると、時効により受給資格がなくなります。 

額改定届・請求書  対象児童に増減があったとき 

資格喪失届  受給資格がなくなったとき 

一部支給停止適用

除外事由届出書 

 受給開始から５年又は支給要件に該当した月から７年を経過するとき以降の毎現況届時に関係書類とともに

提出します。 

その他の届出 
 住所・氏名・銀行口座を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得制限限度額以上の扶養義務者と生計同一

となったとき、又は別居したとき、公的年金を受給するようになったときなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊事実婚が疑われる場合は、児童扶養手当支給要件該当の有無を調査することがあ

ります。ご理解ください。 

 ＊児童扶養手当法第 35 条により、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、

3 年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手当の受給開始から５年等を経過した場合の一部支給停止について 

手当を受けている方の届出 

次のような場合は受給資格がなくなります 

⑦



 

 

 

令和２年8 月に提出いただく現況届により、１年間（令和２年11 月～令和３年１０月）の手当額が決定します。 

各月の支払時期は以下のとおり２か月分ずつ年６回支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２か月分 ２か月分 ２か月分 

３月 ７月 11月 

２か月分 ２か月分 ２か月分 

支払 

１月 ５月 ９月 

支払 支払 支払 支払 

支払いスケジュール 

支払 

公的年金との併給について 

⑧



   

母母子子家家庭庭自自立立支支援援給給付付金金事事業業ににつついいてて  
  

ⅢⅢ  母母子子家家庭庭等等自自立立支支援援給給付付金金事事業業    
 母子家庭のお母さんは、職に就いていた人ばかりではなく、専業主婦であったために、就職に際して十分な準備

のないまま生活のために働かなければならず、生計を支えるのに十分な収入を得ることが困難な方が多いのが現状

です。また、父子家庭のお父さんにつきましても、所得の状況や就業の状況などから母子家庭のお母さんと同じよ

うな困難を抱えている方がいらっしゃいます。そこで、技術を身に付けるための通信教育や養成機関への通学、資

格取得のための１年以上の修業など、個々の母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの積極的な能力開発の取組

みを支援し、自立の促進を図ることを目的とした給付金です。 

 

(１) 自立支援教育訓練給付金事業 
 母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合、

経費の６０％（1 万２千円を超える場合で上限：修業年数×20 万円・80 万円を超える場合は 80 万円）が支給さ

れます。（雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の

支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給。給付金は雑所得に該当。） 

 支給については、受講前に講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市（町在住の方は県）

にご相談ください。 

 

 

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童（20 歳に満たない者）を扶養し、以下の要件を全て満たす方 

●児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること 

●就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要で

あると認められること 

●受講前に母子・父子自立支援員に相談があった者であること 

●過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと 

 

 

自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、次のとおりです。 

●.雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座

又はこれらに準じる講座で専門資格取得が可能なもの。 

●就職に結びつく可能性の高い講座 ※全てが対象ではありません。事前に確認してください。 

 

  
 

                              ④ 受 講 

 

                              ⑤ 修 了 

    ①      ②          ③      ⑥     ⑦ 

    相談   講座指定    指定     支給    決定 

         申請書        通知     申請書   通知 

 
 

 

 

 

 

          講座指定              支給決定 

                             

                           支 給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意！ 

母 子・父 子 自 立 支 援 員 

県  ・  市 申請者口座 

対象者（申請から決定まで） 

母子家庭の母又は父子家庭の父 

 

講 座 
 

がんばろう！ 

必要書類 

講座指定申請に必要な書類 
●受講対象講座指定申請書 
●戸籍謄(抄)本：母子家庭又は父子家庭であることがわかるもの  
●世帯全員の住民票の写し 
●児童扶養手当証書の写し又は所得証明書 
●教育訓練給付金支給要件回答書 

●マイナンバーが確認できる書類（通知カード等） 

及び身元確認が出来る書類（運転免許証等） 

 

支給申請に必要な書類 
●自立支援教育訓練給付金支給申請書 
●戸籍謄(抄)本：母子家庭又は父子家庭であることがわかるもの 
●世帯全員の住民票の写し 
●児童扶養手当証書の写し又は所得証明書 
●受講対象講座指定通知書 
●教育訓練施設の長が発行する教育訓練修了証明書 
●教育訓練経費にかかる領収書 
●マイナンバーが確認できる書類（通知カード等） 

及び身元確認が出来る書類（運転免許証等） 

●雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている

場合は、その額を証明する書類：教育訓練給付金（一般

教育訓練）支給・不支給決定通知書 

受講前の相談が必要です。既に開始している講座については、対象講座であっても支給対象にはなりません。 

最寄りの福祉事務所の母子・父子自立支援員に必ずご相談ください。 

・マイナンバー連携により、省略できる書類があります。 

・場合によっては、書類を追加していただくことがあります。 

対象者（要件） 

対象となる講座 

Administrator
テキストボックス
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(２) 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業 
 

母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、１年以上養成機関で修業する場合に、

修業期間の全期間（※上限３年）について、「高等職業訓練促進給付金」を、また、修業期間修了時に「高等職業訓

練修了支援給付金」を支給することで、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするものです。 
 

区  分 訓練促進給付金 修了支援給付金 ◎対象となる養成機関は、県市福祉事務所でお問

い合わせください。 

◎父子家庭のお父さんについては平成２５年度

入学生から対象になりました。 

市町村民税非課税世帯 月額 100,000 円  50,000 円 

市町村民税課税世帯 月額  70,500 円  25,000 円 

（訓練促進給付金は修業期間の最後の 12 ヵ月のみ 40,000 円が加算されます。） 
※4 年以上の課程の履修が必須となる資格の取得を目指す方に限り、上限 4 年となります。 

※准看護師養成機関を修了した方が引き続き看護師養成機関で修業する場合は、通算 3 年間支給されます 

 

 

●児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準の母子世帯又は父子世帯であること 

●養成機関において１年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること 

●仕事または育児と修業の両立が困難であること 

●過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと 
(注)雇用保険法附則第 11 条の 2 に定める教育訓練支援給付金のほか、重複できない給付金がありますので、詳しくは母子・父子自立支 

援員にご相談ください。 
 

 

 

 看護師、准看護師、介護福祉士など 

対象資格については母子・父子自立支援員にご相談ください。 
（介護福祉士の２年コースは、ハローワークで実施している求職者支援制度の活用をまずご検討ください。） 

 

  
                                          入 学 

 

                                         ⑤ 修 了 

    事前     ①             ②      ③※      ⑥      ⑦ 

    相談   訓練促進給付金等 訓練促進給付金     ④※ 修了支援給付金  修了支援給付金 

        支給申請書       決定通知          支給申請書    決定通知 

 
 

 

 

 

 

                訓練促進給付金               修了支援給付金 

                 支給決定                 支給決定 

                                   翌月末支給 

③※課税状況等届（8 月に課税状況が変わるので、7 月以前からの受給者が 8 月以降全額支給を希望する時には、 

継続・増額にかかわらず必ず提出してください。） 

④※訓練促進給付金支給額変更決定通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お問い合わせ先 

  お住まいの市福祉事務所、県福祉事務所、小豆総合事務所の母子・父子自立支援員へ 

対象者（要件） 

対象となる資格 

申請から決定まで 

必要書類 

修了支援給付金支給申請時 

●高等職業訓練促進給付金等支給申請書 

（高等職業訓練修了支援給付金に○をつける） 

●戸籍謄(抄)本：母子家庭又は父子家庭であることがわかるもの※※ 

●世帯全員の住民票の写し 

●児童扶養手当証書の写し又は所得証明書※※ 

●同一世帯に属する全員の市町村民税納税証明書又は 

非課税証明書 

●本人が確定申告をした場合は確定申告の控えの写し 

●修了証明書の写し 
（※※修業開始日及び修了日の状況を証明できるものが必要です。） 

●マイナンバーが確認できる書類（通知カード等） 

及び身元確認ができる書類（運転免許証等） 

訓練促進給付金支給申請時 
●高等職業訓練促進給付金等支給申請書 

（高等職業訓練促進給付金に○をつける） 

●戸籍謄(抄)本：母子家庭又は父子家庭であることがわかるもの  

●世帯全員の住民票の写し 

●児童扶養手当証書の写し又は所得証明書 

●同一世帯に属する全員の市町村民税納税証明書又は 

非課税証明書 

●本人が確定申告をした場合は確定申告の控えの写し 

●養成機関の長が証明する入校証明書 

●マイナンバーが確認できる書類（通知カード等） 

及び身元確認ができる書類（運転免許証等） 

 

注意！ 

訓練促進給付金を受給している間は、毎月、「出席状況に関する報告書」を母子・父子自立支援員を通して県（市）に提出

していただきます。提出がない場合及び出席日数が１日もない場合は、訓練促進給付金は支給されません。 

母子家庭の母 又は 父子家庭の父 

母 子・父 子 自 立 支 援 員 

県   ・   市 

養成機関 

申請者口座 

１年以上。 

長いけれど 

  がんばろう！ 

マイナンバー連携により、省略できる書類があります。また、場合によっては、書類を追加していただくことがあります。 
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母子家庭のお母さん等の自立のためには、就業機会の確保は極めて重要です。しかし、近年の厳しい経済状況

の中、就業経験の不足や子育てとの両立、さらには雇用する側の理解不足などにより、母子家庭のお母さん等を

取り巻く雇用環境は一段と厳しい状況にあります。 

 県では、母子家庭のお母さん等に対して、就業相談から就職支援セミナーの実施、就業情報の提供等一貫した

就業支援サービスの提供などを行う「母子家庭等就業・自立支援センター事業」を（一財）香川県母子寡婦福祉

連合会に委託して実施しています。 

 

 

 

 

 県内に居住する母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦 

 （ただし、高松市にお住まいの方は(2)就業情報提供事業については、高松市子ども家庭課（電話 

087-839-2353）にお問い合わせください。） 

 

 

 

 

 

（１）就職支援セミナーの実施 

 就業経験がなかったり、経験はあっても専業主婦であった期間が長く就業に不安感を持つ母子家庭のお母さん

等が、就職の準備に当たって必要となる基礎知識等を習得するためのセミナーを実施します。 

（例年 11 月頃実施） 
 

 

（2） 就業情報提供事業 

○ハローワーク等との連携による求人情報等の収集・提供など一貫した就業支援サービス 

○求職者の情報登録 （バンク事業） 
  

   

 

 

（一財）香川県母子寡婦福祉連合会では、次の事業も行っています。 
 

（1）ひとり親家庭等電話相談事業（自主運営） 

  ひとり親家庭は、平日や日中に就業や子育てを抱えている上、相談相手を得るのに困難な面があるこ

とから、比較的時間に余裕のある夜間、休日に気軽に相談でき、適切なアドバイスを得ることのできる電

話相談を実施しています。 

 

 

（2）日常生活支援事業（委託） 

  ひとり親家庭の父母及び寡婦が技能習得のための通学、就職活動、学校等の公的行事への参加、病気

等により一時的に生活支援が必要な場合、または、母子家庭、父子家庭となって間がなく日常生活に支障

のある場合に家庭生活支援員を派遣します。 

   ※日時や場所によっては、派遣できない場合もあります。 

   ※費用は一定の所得以上のときは、有料となります。 

   ※高松市以外の方が対象です。   

 

 

◆お問い合わせ・相談窓口 

 （一財）香川県母子寡婦福祉連合会 TEL 087-874-1580 FAX 087-874-1566 

 

  

ⅣⅣ  母母子子家家庭庭等等就就業業・・自自立立支支援援セセンンタターー事事業業  

対象者 

事業内容 

⑪



 

 

  
ひとり親家庭及び寡婦等の自立や児童の健やかな育成を支援するため、次のような貸付制度があります。この貸

付制度は、長い間母子家庭及び寡婦の方々の信頼と誠意で続けられてきました。償還金が、次に借りたい方の資金

となります。 

 貸付金には、修学資金、就学支度資金など 12 種類の資金（1３～1４ページ参照）があります。無理のない償還

計画をたて、有効に活用しましょう。 

 

 

 

 

            ①相談   

 

               

                  ①   ②   ③（貸付の場合） 

                  相談   申請書 決定通知書  

                        

 

  
   

            

決定内容等  

  の通知 

 

 

 

 

                  ⑤         1             2 

                  貸付金振込   償還開始通知 口座に請求 
                  25 日       （開始 1 ヶ月前までに） （25 日引落し） 

 

 

 

 

 

 

○申請書が提出されてから振込まで約 1 か月～2 か月（事業関係の資金は長くて 3 か月）かかります。十分時間に余

裕を持ってご相談ください。償還計画に無理がある場合、借受額の見直しをお願いしたり、場合によっては貸付

できないこともあります。 

また、追加資料をお願いすることもあります。 
 

○事前に相談いただかないと貸付に該当しないケースもあります。また、転宅資金は転居先で申請することになり

ます。まずは、ご相談を！ 
 

○貸付金は必ず償還していただきます。連帯借主・連帯保証人は借主と同等の責任があります。 
 

○納期限までに支払われなかった場合は、年３％の違約金をお支払いいただきます。また、平成 22 年 4 月以降の

貸付契約については、2 回償還を怠った場合、一括償還していただくようになりましたので、ご注意ください。 
 

 

 
 

 お住まいの市役所、町役場へ（郡部の方は、県福祉事務所・小豆総合事務所に直接お電話いただいても結構です。） 
 

 

 
 

 お住まいの市役所、町役場 

  

ⅤⅤ  母母子子父父子子寡寡婦婦福福祉祉資資金金貸貸付付事事業業  

 

母子・父子自立支援員 

（県市福祉事務所） 

母子・父子・寡婦等（借主） 

市町窓口 

県福祉事務所・小豆総合事務所 
審査会にて決定（原則月１回） 

借主（借主口座） 
 

連帯借主  （連帯保証人） 

（連帯保証人） 
借主と連帯して 

債務を負担します。 

修学資金・就学支度資金など

は児童も連帯して借主になりま

す。面接にはお子様も同席して

いただくことがあります。 依頼 
 

 

借用書 
署名・押印 

印鑑登録証明書 

④ 

借用書 

  調査 
保証意思、保証 

能力などを調査 

させていただき 

ます。 

   

住所、氏名、口座などに変更が 

あった場合は振込・引落しの 

1 か月前までに必ず連絡して 

ください。 

相談窓口 

申請窓口 
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注意（1）貸付を受ける場合は原則連帯保証人が必要となります。連帯保証人は借主と連帯して債務を負担します。 

（2）修学資金、修業資金、就職支度資金（子に係るもの）、就学支度資金については親が貸付を受ける場合、児童が連帯債務者にならなけ

ればなりません。児童も親と共に返済の義務を負うことをご了承の上申請していただきます。また、就学資金や就学支度資金やの貸付け

を利用する者が大学等による修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）に基づく高等教育の就学支援新制度を利用する場合には貸

付限度額が変わることがあります。他制度との併用については事前にご相談ください。 

（3）納期限までに支払われなかった場合は、年 3％の違約金が徴収されます。また、2回償還を怠ったときは、一括償還していただきます。 

（4）上記の貸付限度額及び償還期限は上限であり、貸付額及び償還期限は相談の上で決定します。 

（5）修学資金の限度額は学年等によって異なります。 

（6）修学資金については香川県高等学校等奨学金、香川県大学生等奨学金、香川育英会奨学金との併用はできません。28年 4 月 1日から、 

   日本学生支援機構から奨学金を受けている場合は、奨学金の貸与月額と修学資金の貸付限度額との差額を限度として貸付が受けられます。 

（7）技能習得資金及び技能習得期間中の生活資金を併用する場合は、貸付合計額が 300 万円未満となります。 

（８）生活安定資金は不足分を補う補助的な資金です。生活全般の支援及び至急の支援には適当ではありません。 

資 金 の 種 類 貸 付 限 度 額 利子 据  置  期  間 
償還期限 

据置期間後 

事業開始資金      2,930,000 
無利子 

（原則） 
貸付の日から 1 年 7 年以内 

事業継続資金      1,470,000 
無利子 

（原則） 
貸付の日から 6 か月 7 年以内 

修 

学 

資 

金 

注
意(

６) 

 
 

    
      

  

注
意(

２) 

高等学校 

専修学校（高等課程） 

月
額
（
１
年
自
宅
）
注
意(

５) 

国公立 27,000 

無利子 修学終了後６か月 

20年以内 

 

 

私 立 45,000 

高等専門学校 
国公立 31,500 

私 立 48,000 

短大 

専修学校（専門課程） 

国公立 67,500 

私 立 
(短 )93,500 

(専)89,000 

大学 
国公立 67,500 

私 立 108,500 

大学院 
修 士 132,000 

5 年以内 
博 士 183,000 

 

専修学校（一般課程） 
49,500 

就 

学 

支 

度 

資 

金 

注
意(

２) 

小学校 64,300 

無利子 

修学終了後 6 か月 
修学 

5 年以内 

（修学資金と 

同時貸付の場

合、修学資金と 

同じ期間） 

 

修業 

5 年以内 

中学校 81,000 

高等学校 

専修学校（高等課程） 

国
公
立 

自 宅 150,000 

自宅外 160,000 

私
立 

自 宅 410,000 

自宅外 420,000 

国公立大学・短大・高等専門

学校等 

自 宅 410,000 

自宅外 420,000 

私立大学・短大・高等専門学

校等 

自 宅 580,000 

自宅外 590,000 

大学院 
国公立 380,000 

修業期間修了後 6 か月 

私 立 590,000 

修業施設等 

中学卒業者 
自 宅 150,000 

自宅外 160,000 

高校卒業者 
自 宅 272,000 

自宅外 282,000 

技能習得資金      注意(７) 
月額 68,000 

（特別）816,000 

無利子 

（原則） 
技能習得期間満了後 1 年 ２０年以内 

修業資金        注意(２) 
月額 68,000 

（特別）460,000 
無利子 修業期間満了後 1 年 ２０年以内 

就職支度資金      注意(２) 
100,000 

（特別）330,000 

無利子 

（原則） 
貸付けの日から 1 年 6 年以内 

医療介護資金 
医
療 

340,000 

（特別）480,000 
無利子 

（原則） 
医療又は介護期間満了後 6 か月 5 年以内 

介護        500,000 

生 

活 

資 

金 

技能習得期間中  注意(７) 月額 141,000 

無利子 

（原則） 

技能習得期間満了後 6 か月 ２０年以内 

医療又は介護期間中 月額 10５,000 医療・介護期間満了後 6か月 5 年以内 

生活安定貸付 

生活安定貸付については合計

252 万円を限度とする。（生活安

定期間中の養育費取得の裁判費用

については、1,236,000 円を限

度として一括貸付け可） 

貸付期間満了後 6 か月 
8 年以内 

失業貸付 5 年以内 

住宅資金         
1,500,000 無利子 

（原則） 
貸付けの日から 6 か月 

6 年以内 

（特別）2,000,000 7 年以内 

転宅資金 260,000 
無利子 

（原則） 
貸付けの日から 6 か月 3 年以内 

結婚資金 300,000 
無利子 

（原則） 
貸付けの日から 6 か月 5 年以内 

母母子子父父子子寡寡婦婦福福祉祉資資金金貸貸付付のの概概要要((令令和和２２年年 44 月月 11 日日現現在在))  
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貸 付 対 象 等 

必 要 書 類 

共    通 資  金  別 

事業を開始するために必要な経費（設備、什器、

機械等購入費） 

 

＜借主について必要なもの＞ 

 

(1) 貸付申請書 

(2) 戸籍謄(抄)本 

(3) 所得状況が確認できるもの 

(4) 納税状況が確認できるもの 

(５) 貸付申請時・償還開始時の

生活状況のわかるもの 

(６) 確認書 

(７)マイナンバーが確認できる

書類(通知カード等)及び身

元確認ができる書類(運転免

許証等) 

 

※戸籍謄(抄)本については、現在

の状況（母子家庭等であるこ

と）がわかるものをご用意く

ださい。 

 

※児童にかかる貸付の場合は、児

童との関係がわかる戸籍謄

(抄)本をご用意ください。 

 

 

＜連帯保証人について必要なも

の＞ 

 

① 所得状況が確認できるもの 

② 納税状況が確認できるもの 

③ 確認書 

 

 

 

(8) 事業計画書（第 2 号様式） 

(9) 事業概要書 

(10) 必要経費を確認できる書類（見積書等） 
事業を継続するために必要な経費（商品・材料等

を購入する資金等） 

 

 

 

 

 

児童及び子の修学に必要な資金 

（授業料、書籍代、交通費等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 学校長の在学証明書（入学前に申請する際は、入学の

予定を確認できるもの：合格通知等） 

(9) 必要経費見積書 

(10) 児童本人が借主又は連帯借主となる場合は、法定代

理人の同意書 

 

 

 

就学、修業するために必要な被服等の購入に必要

な資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 入学又は入所を許可されたことを証するもの 

(9) 必要経費見積書 

(10) 児童本人が借主又は連帯借主となる場合は、法定代

理人の同意書 

母（父）及び寡婦が知識・技能を習得するのに必

要な資金（高等学校で修学する場合も対象）※習

得期間中 5 年以内 

(8) 技能習得又は修業する施設長の証明書 

(9) 必要経費見積書 

(10) 児童本人が借主となる場合は、法定代理人の同意書

（修業資金のみ） 
子が知識技能を習得するのに必要な経費 

※習得期間中 5 年以内 

母(父、寡婦)及び子が就職するために必要な資金 

(8) 就職先の証明書及び経費見積書 

(9) 児童本人が借主となる場合は、法定代理人の同意書（就

職支度資金のみ） 

母(父、寡婦)及び子が医療を受けるのに必要な経費 (8) 医師の診断書 

母(父、寡婦)が介護を受けるのに必要な経費 (8) 負担額を証するもの 

母(父、寡婦)が、知識技能を習得している間、医療

もしくは介護を受けている間、母子家庭（父子家

庭）となって間もない（7 年未満）母（父）の生

活を安定・継続する間又は失業中の生活を安定・

継続するのに必要な生活補給資金 

 

 

 

(8) 負担額を証するもの 

(8) 医師の診断書あるいは介護費用のわかるもの 

(8) 必要生活費がわかるもの 

(9) 養育費取得にかかる裁判費用を証するもの 

（裁判の場合） 

(8) 雇用保険受給資格者証又は、離職証明書 

住宅の建設、購入、補修 (8) 住宅設計計画書（第 3 号様式） 

(9) 経費見積書 改築、増築等に必要な経費 

引越しする際に必要な住宅の賃借に必要な経費 

※転居先の窓口で申請することになります。 

(8) 経費見積書 

(9) 転宅の予定が確認できるもの（申込書など） 

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦が扶養して

いる児童の婚姻に必要な経費 
(8) 負担額を証するもの 

（９）貸付金の支払には 1 か月～2 か月かかります。余裕を持ってご相談ください。 

（１０）個々の事情により、書類を追加していただくことがあります。ご了承ください。 

（１１）借財の返済など資金目的外への利用が明らかになった場合は、開始に遡って貸付を停止させていただきます。（返還金が生じます。納

期限までに支払われなかった場合は、年３％の延滞金が徴収されます。）退学など、目的を達成できなくなった時も、その時点で貸付を

停止させていただきます。（償還開始時期が早まりますので、ご注意ください。） 

（１２）事業開始資金、事業継続資金、住宅資金については、当該工事契約・着工後の申請はできませんので、必ず事前にご相談ください。 

（１３）現在、本資金の償還金を滞納している方や、他の公的な借入金や租税、公共料金等を滞納している方、また多重債務のある方につい

ては、新たな貸付はできません。 

 

 

 

 

⑭



 

 

ひとり親家庭等が自立し、安心して子どもを育てることができる環境づくり 

 

この計画は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12 条に定める「自立促進計画」です。 

 

 

国勢調査によると、県内のひとり親家庭は増加傾向が続いていますが、ひとり親家庭では、子育てと生計

の担い手という二重の役割を一人で担うこととなり、子どもの養育、収入、仕事、住居等の面で様々な困難

に直面し、心身ともに負担が大きいという状況があり、自立支援をさらに進める必要があります。 

 香川県では、平成 19 年以降「香川県ひとり親家庭等自立促進計画」を策定し、ひとり親家庭等の自立を

促進するため、総合的に施策展開を行ってまいりました。 

第 3 期計画が終期を迎えたことから、これまでの取組みや現状を踏まえ、ひとり親家庭等の自立を促進し、

総合的かつ計画的な施策展開を図るため「第 4 期香川県ひとり親家庭等自立促進計画（計画期間令和２年度

～６年度）」を令和２年３月に策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 相談・情報提供機能の充実 

１ 相談機能の充実 

２ 情報提供機能の充実 

基本目標２ 子育て・生活支援の充実 

１ 多様な保育サービスの充実 

２ 子どもの健全育成の充実 

   ３ 養育費の確保に向けた支援の促進 

   ４ 生活支援策の充実 

基本目標３ 就業支援体制の充実 

１ 母子家庭等就業・自立支援センター事業による支援 

２ 就業に関する相談 

３ 能力開発への支援 

４ 就業機会の創出 

基本目標４ 経済的支援の充実 

１ 母子父子寡婦福祉資金貸付金に関する情報提供及び貸付け 

２ 児童扶養手当に関する情報提供及び給付 

 ３ ひとり親家庭等医療費助成の実施 

  ４  その他の経済的支援制度に関する情報提供 

基本目標５ 関係機関の連携の強化 

１ 関係機関の連携強化 

２ 民生委員・児童委員等の地域活動の支援 

３ ＮＰＯによる地域活動とひとり親家庭等の参加促進 

４ 相談・情報提供をワンストップで提供する体制の推進 

 

※「香川県ひとり親家庭等自立促進計画」は香川県の情報発信サイト「Colorful」に掲載しています。 

https://kagawa-colorful.com/app-def/S-102/colorfulex/wp-content/uploads/91cf10300a1ee9c4b6d72a0

470104409.pdf 

 

ⅥⅥ  香香川川県県ひひととりり親親家家庭庭等等自自立立促促進進計計画画のの概概要要  

計画の策定趣旨 

計画の基本理念 

計画の位置づけ 

施策の基本目標 
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母子・父子福祉団体 
 母子家庭の母や寡婦など、同じ立場の皆さんが集い、生活の向上を図るための自主的な団体として、（一財）香川県母子寡

婦福祉連合会があり、県内各地に８の母子寡婦福祉会があります。各支部では情報交換会等を開き、会員相互の親睦を図り

福祉の向上に努めています。 

 ご入会をご希望の方は各支部までお問い合わせください。 

母子寡婦福祉会名 所   在   地 会 長 電 話 番 号 

（一財）香川県母子寡婦福祉連合会 〒769-0102 高松市国分寺町国分348-2 白梅会館 河﨑 春海 087（874）1580 

高松支部 〒761-1401 高松市香南町岡３０６-1 桑田 光子 087（879） 2697 

坂出支部 〒762-0025 坂出市川津町6328-1 河﨑 春海 0877（45）0879 

丸亀支部 〒763-0093 丸亀市郡家町375-8 大廣 洋子 0877（28）5319 

三豊支部 〒767-0032 三豊市財田町財田中3423-３ 小笠原弘子 0875（67）2510 

観音寺支部 〒769-1614 観音寺市大野原町萩原1587-6 阿守 美江 0875（5４）3862 

大川支部 〒769-2904 東かがわ市坂元967 松村 久子 0879（33）6674 

香川支部 〒761-3110 香川郡直島町2299-1 森川 幸子 087（892）3318 

綾歌支部 〒769-0200 綾歌郡宇多津町1439 大石 孝子 0877（49）0686 
 

各種電話相談 
相 談 内 容 相 談 電 話 相  談  日 

家庭教育・しつけ・子育ての悩み

や心配ごと 
087（813）2040 

子育て電話相談 
（香川県教育センター） 

通年 9 時～21 時   
18歳未満の子どもが抱える悩み

や心配ごと 
087（813）3119 

子ども電話相談 
（香川県教育センター） 

少年の問題行動や犯罪被害など 

087（837）4970 
少年サポートセンター 
（香川県警察本部 生活安全部少年課） 

月～金 9 時～17 時 

0877（33）3015 
中讃少年サポートセンター 
（香川県警察本部 生活安全部少年課） 

18歳未満の子どもに関する悩み

や心配ごと 
087（862）4152 

子どもと家庭の電話相談 
（香川県子ども女性相談センター） 

月～土 9 時～21 時 

女性の抱える悩みや心配ごと 087（835）3211 
女性相談電話 
（香川県子ども女性相談センター） 

月～土 9 時～21 時 

性犯罪の被害にあったとき 

 

＃８１０３ 
 

つながらないときは 

0120-694-110

または 

087-831-9110 

性犯罪被害専用相談電話「ハートフルライン」 
（香川県警察本部 広聴・被害者支援課犯罪被害者

支援室） 

24 時間対応 

（祝日・年末年始を除く） 

年金事務所 
名   称 所   在   地 電 話 番 号 

日本年金機構 

 高松東年金事務所 
〒760-8543 高松市塩上町三丁目１１-１ ０８７（８６１）３８６６ 

日本年金機構 

 高松西年金事務所 
〒760-8553 高松市錦町二丁目３-３ ０８７（８２２）２８４０ 

日本年金機構 

 善通寺年金事務所 
〒765-8601 善通寺市文京町二丁目９-１ ０８７７（６２）１６６２ 

日本年金機構 

 街角の年金相談ｾﾝﾀｰ高松ｵﾌｨｽ 
〒760-0028 高松市鍛冶屋町３香川三友ﾋﾞﾙ 5F 

年金給付関係のみ取扱い 087（811）6020 
※この電話は年金相談予約専用電話です。 

 

公共職業安定所（ハローワーク） 
名   称 所   在   地 電 話 番 号 

高松公共職業安定所 〒761-8566 高松市花ノ宮町二丁目2-3 087（869）8609 

しごとプラザ高松（マザーズコーナー） 〒760-0054 高松市常磐町一丁目9-1 087（834）8609 

丸亀公共職業安定所（マザーズコーナー） 〒763-0033 丸亀市中府町一丁目6-36 0877（21）8609 

坂出公共職業安定所 〒762-0031 坂出市文京町一丁目4-38 0877（46）5545 

観音寺公共職業安定所 〒768-0067 観音寺市坂本町七丁目8-6 0875（25）4521 

さぬき公共職業安定所 〒769-2301 さぬき市長尾東889-1 0879（52）2595 

さぬき公共職業安定所東かがわ出張所 〒769-2601 東かがわ市三本松591-1 0879（25）3167 

土庄公共職業安定所 〒761-4104 小豆郡土庄町甲6195-3 0879（62）1411 

  

問問いい合合わわせせ先先、、相相談談窓窓口口  
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香川県 
名   称 所   在   地 電 話 番 号 

香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども

家庭課 
〒760-8570 高松市番町四丁目1-10 087（832）3283 

香川県子ども女性相談センター 〒760-0004 高松市西宝町二丁目6-32 087（862）8861 

香川県西部子ども相談センター 〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 0877（24）3173 

 

福祉事務所 
名   称 所  在  地 電 話 番 号 担 当 区 域 

高松市福祉事務所 〒760-8571 高松市番町一丁目8－15 087（839）2353 高松市 

丸亀市福祉事務所 〒763-8501 丸亀市大手町二丁目3－1 0877（24）8808 丸亀市 

坂出市福祉事務所 〒762-8601 坂出市室町二丁目3－5 0877（44）5027 坂出市 

善通寺市福祉事務所 〒765-8503 善通寺市文京町二丁目1－1 0877（63）6365 善通寺市 

観音寺市福祉事務所 〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1－１ 0875（23）3962 観音寺市 

さぬき市福祉事務所 〒769-2395 さぬき市寒川町石田東甲935-1 0879（２６）9905 さぬき市 

東かがわ市保健福祉事務所 〒769-2792 東かがわ市湊1847—1 0879（26）1228 東かがわ市 

三豊市福祉事務所 〒767-8585 三豊市高瀬町下勝間2373-1 0875（73）3016 三豊市 

香川県東讃保健福祉事務所 〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 0879（29）8253 木田郡・香川郡 

香川県小豆総合事務所 〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 0879（62）1373 小豆郡 

香川県中讃保健福祉事務所 〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 0877（24）9960 綾歌郡・仲多度郡 

香川県西讃保健福祉事務所 〒768-0067 観音寺市坂本町七丁目3-18 0875（25）3082 （観音寺市・三豊市） 

 

町役場 ひとり親家庭支援担当課 
名   称 所  在  地 電 話 番 号 

土庄町健康福祉課 〒761-4192 小豆郡土庄町甲559-2 0879（62）7002 

小豆島町健康づくり福祉課 〒761-4492 小豆郡小豆島町片城甲44-95 0879（82）7038 

三木町子ども課 〒761-0692 木田郡三木町大字氷上310 087（891）3322 

直島町住民福祉課 〒761-3110 香川郡直島町1122-1 087（892）2223 

宇多津町保健福祉課 〒769-0292 綾歌郡宇多津町1881 0877（49）8003 

綾川町子育て支援課 〒761-2392 綾歌郡綾川町滝宮299 087（876）6510 

琴平町子ども・保健課 〒766-8502 仲多度郡琴平町榎井817-10 0877（75）6719 

多度津町健康福祉課 〒764-8501 仲多度郡多度津町栄町一丁目1-91 0877（33）1134 

まんのう町福祉保険課 〒766-0022 仲多度郡まんのう町吉野下430 0877（73）0124 

 

 

 

 

養育費と面会交流 

 平成23 年の民法の一部改正で、協議離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として「面会交流」と「養育費の分担」があること、これ

らの取決めをするときは子の利益を最も優先して考慮しなければならないことが民法に明記されました。この改正民法は平成24年4 月1

日から施行されています。 

 

 

 

 

 

養育費や面会交流の取り決め等に悩んでいる方は、まずはお住まいの市や県の福祉事務所の母子・父子自立支援員又は、（一財）香川県

母子寡婦福祉連合会に相談してください。養育費相談支援センターでも相談できます。 
 
養育費相談支援センター 

１ 電話相談 平日（水曜日を除く）午前10 時～午後８時、水曜日 午後0 時～午後10 時、土曜日・祝日 午前10 時～午後6 時 

        03－3980－4108(ご希望によりセンターが電話をかけ直して電話料金を負担します。) 

 

        0120－965－419(携帯電話とPHS は使用できませんので、上記番号におかけください。) 

２ メール相談 info@youikuhi.or.jp 

 ３ ホームページによる情報提供 http://www.youikuhi-soudan.jp/ 
 

養育費相談支援センター 検索 

 

養育費とは 

子どもを監護・教育するために必要な費用です。 

親の子どもに対する養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても自

分と同じ水準の生活を保障するという強い義務だとされています。 

面会交流とは 

子どもと離れて暮しているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続

的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流

することをいいます。 
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